
人材の確保や
定着に

苦労している

生産性が
なかなか上がらず
残業が減らない

女性社員の
離職率が高い

男性の
育休取得率が
向上しない

ハラスメント
問題が心配

働き方改革
関連法への対応が

分からない

県公認の「働き方改革アドバイザー」等を派遣し、
貴社の現状に応じた最適なアドバイスや有用な情報を提供します。
貴社の職場環境改善などに、ぜひご活用ください！

派遣先企業・団体

宮崎県内の中小企業・団体10社程度
（申込者多数の場合、企業規模、地域、業種等を考慮の上、派遣先企業を
  決定させていただきますので、あらかじめご了承ください）

派遣期間および回数

令和6年12月末まで最大5回まで
（担当者との面談は1回3時間以内）
※派遣スケジュールはアドバイザーおよび事務局と調整ください

参加された企業の情報保護を厳守いたします。
アドバイザー派遣事業の利用者は、
下記の報告会への参加を条件とします。

「働き方改革アドバイザー派遣事業報告会」

令和7年2月中旬に開催

アドバイザー派遣申込方法

アドバイザー派遣を申し込む場合は、
裏面の必要事項を記入のうえ、
FAX、EメールまたはWebで
事務局までお申込みください。

令和6年度 宮崎県働き方改革アドバイザー派遣事業

〈主催〉宮崎県 雇用労働政策課
〈事務局〉宮崎県社会保険労務士会　TEL:0985-20-8160　FAX:0985-60-3870  E-mail:miyaz-sr@circus.ocn.ne.jp

貴社にこんな課題はありませんか ?

派遣申込用紙
（裏面）の提出

派遣企業として
決定

事務局と派遣内容の
詳細について調整

派遣する
アドバイザーの決定

派遣実施 実施後
アンケート

報告会への
参加
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報告会&セミナー

ニューウェルシティ宮崎会場

令和6年7月19日（金）申込
期限 内容

ご利用の流れ

※日程は後日決定します。

社会保険労務士が　　
「働き方改革」をアドバイスします!

無料で



宮崎県「働き方改革アドバイザー派遣事業」事務局（宮崎県社会保険労務士会）
〒880-0878 宮崎市大和町83-2（平日9:00～17：00）　E-mail:miyaz-sr@circus.ocn.ne.jp

E-mail
本申込用紙に必要事項を記入しPDF形式にして添付の上、下記にメールしてください。

Web
こちらのURLもしくは二次元コードからアクセスし、お申込みください。

https://forms.gle/3JWRZVp2ZEpmzLv18

〈送信先〉miyaz-sr@circus.ocn.ne.jp

宮崎県「働き方改革アドバイザー」派遣お申込用紙
FAX、EメールまたはWebでお申込みください

下記の必要事項を記入の上、FAX送信してください

働き方改革アドバイザー派遣 希望内容

事業所等の名称

従業員数

男性 人

人

人

女性

合計
住　所

代表者氏名

業　種

事業内容

FAX 〈送信先〉0985-60-3870

派遣希望
時期について

令和6年12月末までの期間で最大5回（1回につき３時間以内）派遣します。その受け入れ時期についてご希望をご指定ください。

例：女性や高齢者が働きやすい職場環境を整えたい 等

相談したい
内容

お問合せ先

電話番号

Eメール

担 当 者

部署名・役職


